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こんにちは。お盆休みも終わりましたがまだまだ暑い日が続きますね。テレビや

新聞では、連日のように熱中症のニュースをやっており、事務所でもこの時期の測

量は注意するようにしています。皆様はいかがお過ごしでしょうか。 

さて、お盆はご先祖様が還って来る時と言われていますが、もう１つ、お盆は日

頃なかなか会えない親族が集まる機会となり、そこで相続に関する話し合いをしや

すいため、毎年相続に関する相談が多い時期と言われています。ご存じの方もいら

っしゃるかも知れませんが、今年の１月より、４段階に分けて民法の相続に関する

法律が大幅に変わっています。そこで前回に引き続き、皆様にはこの法律が変わっ

た部分についてご紹介させて頂こうと思います。ぜひご一読下さい。 
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１．遺産分割協議前でも預貯金の一部払戻しが出来る！ 

（令和元年７月１日より利用可能） 

Ａ    Ｂ  左の図で、Ａが亡くなった場合、相続人（遺産の権利がある人

は、Ｂ、Ｃ、Ｄです。Ａの預金を相続したければ、今までは

Ｂ、Ｃ、Ｄの全員で預貯金を誰が貰うかの話し合い（遺産分割

協議と言います）をし、金融機関に行って、Ａさん名義の口座 

の解約・名義変更を行うのが通常でした。しかし、今回の法律改正で、例えばＣだ

けでも、一定の金額までは預金の払い戻しが可能となりました。また、その時に他

の相続人であるＢ、Ｄの同意は不要です。金額は以下のとおりです。  

 

相続開始の時の預貯金 × １／３ × 法定相続分 

 

例えば、ＡがＸ銀行に１２００万円の預金があったとします。Ｃの法定相続分は、

１／４のため、以下のようになります。 

１２００万 × １／３ × １／４ ＝ １００万円 

しかも、今回の改正のすごいところは、今年（令和元年）の７月１日よりも前の相

続でも、この制度が利用出来るとのこと！ 

  ただし、以下の２つの点に注意してください！ 

① １つの金融機関で払戻しが出来る金額の上限は１５０万円まで 

 （普通預金と定期預金があっても合計して１５０万円まで） 

② この払い戻しの請求をすると家庭裁判所に対して行う「相続放 

棄」は出来なくなる 
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２．相続登記を急いで！ （令和元年７月１日より） 

Ａ    Ｂ   先ほどの１と同じ場合で、Ａが自宅の土地建物を残して亡く

なりましたが、「全財産は配偶者のＢに渡す」という遺言を

残していました。また、Ｄは自分で商売をしていましたが、 

業績が悪くＸ銀行に借金があり、返済も滞っておりました。Ａの死亡後、Ｂは、 

私には遺言書もあるし、そのうちに自宅の名義変更をやればいい」と思ってその 

ままにしていました。ところが、Ａの死亡を知ったＸ銀行は、Ｄの返済が滞って 

いるため、相続の対象である土地建物をＢ（２／４）、Ｃ（１／４）、Ｄ（１／ 

４）の相続登記とＤの１／４の持分の差押えをしてしまいました。 

Ｂは驚き、Ｘ銀行に「全財産はＢに渡す」遺言があるから、Ｘ銀行の手続は無効

だと主張しました。どちらが正しいのでしょうか？ 

 

①Ａが亡くなったのが、令和元年６月３０日まで 

→ Ｘ銀行の手続は無効 

理由：Ａの全ての財産は、遺言があるためＢに権利があるから 

②Ａが亡くなったのが、令和元年７月１日以降 

     → Ｘ銀行の手続は有効 

理由：たとえ遺言書があっても、Ｂの法定相続分（２／４）以上の権利 

は、相続の登記がないと誰にも権利主張は出来ないから。 

 

いかがでしたでしょうか？                         

今回は改正の一部のご紹介でしたが、この他にもいろいろな改正点があります。当

事務所では、相続に特に力を入れております。今回のことや相続に関するご質問等

がございましたらぜひ事務所までお問合せください！ 
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当事務所に入所しました２名の社員をご紹介させて頂きます。 

平井 里佳（ひらい りか） 

        去年の４月に入所しました。建物の測量や農地法を担当してい 

ます。お客様が笑顔になれるように精一杯取り組ませて頂きま 

す。どうぞよろしくお願い致します。 

 

飯田 月乃（いいだ つきの） 

        ５月に入所したばかりの新人です。 

分からないことばかりですが、只今一生懸命勉強中です。お客様 

のお気持ちに寄り添えるような、きめ細やかで丁寧なお仕事が出 

来るように努力して参りますので、 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

令和元年９月吉日 
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